
土砂災害警戒情報を改善します （埼玉県：平成22年6月1日より）土砂災害警戒情報を改善します （埼玉県：平成22年6月1日より）
（１）警戒文の改善

重複する内容等を削除するとともに この情報を受けとった住民等のとるべき措置と 気象状況及び土砂災害重複する内容等を削除するとともに、この情報を受けとった住民等のとるべき措置と、気象状況及び土砂災害
危険度の概況を明記した警戒文に改善します。

（２）雨域情報の省略（２）雨域情報の省略
気象レーダーのホームページ等でのリアルタイム（５分毎に更新）の入手が可能となるなどの情報通信環境の
変化を考慮し 雨域情報を省略することで 土砂災害警戒情報のより迅速な発表ができるよう改善します変化を考慮し、雨域情報を省略することで、土砂災害警戒情報のより迅速な発表ができるよう改善します。
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